
沖 縄 県 警 察

酒気を帯びいて飲酒運転をするおそれの

ある者に対して、車両を提供した者は、

飲酒運転をした運転者と「同罪」になり

ます。

５年以下の拘禁刑または

100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

３年以下の拘禁刑または

50万円以下の罰金

飲酒運転をするおそれのある者に対して、

酒類を提供した者は、飲酒運転を助長す

る違法行為となります。

運転者が酒酔い運転をした場合 運転者が酒酔い運転をした場合

３年以下の拘禁刑または

50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

２年以下の拘禁刑または

30万円以下の罰金

運転手が酒気を帯びていることを知りな

がら、車両に乗せてくれるよう依頼・要

求して飲酒運転車両に同乗することは、

飲酒運転を容認する悪質な違法行為です。

運転者が酒酔い運転をした場合

３年以下の拘禁刑または

50万円以下の罰金

２年以下の拘禁刑または

30万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

罰 則

罰 則罰 則

罰 則罰 則

罰 則

呼気１リットル中、0.15㎎以上のアルコールを

体内に保有した状態で車両を運転すること。

罰 則

３年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

行政処分

0.25㎎未満・・・違反点数13点、免許停止90日

0.25㎎以上・・・違反点数25点、免許取消欠格期間２年

アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔っ

た状態（アルコールの影響により正常な運転ができ

ないおそれのある状態）で車両を運転すること。

罰 則

５年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

行政処分

違反点数35点、免許取消欠格期間３年
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